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▽
受
付
時
間　

午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時　

分
（
土
・
日
曜
日
・

３０

祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

▽
申
請
窓
口　

市
民
課
市
民
係
お

よ
び
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

▽
申
請
で
き
る
方　

市
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

（
申
請
者
本
人
、法
定
代
理
人
ま

た
は
任
意
代
理
人
）

▽
申
請
時
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
６
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
パ
ス

ポ
ー
ト
規
格
（
縦　

ミ
リ
×
横

４５

　

ミ
リ
）
の
写
真
（
顔
写
真
付

３５き
の
住
基
カ
ー
ド
希
望
者
）

※
申
請
窓
口
で
無
料
撮
影
も
し
て

い
ま
す
。

▽
交
付
で
き
る
方　

申
請
者
本
人

お
よ
び
法
定
代
理
人
（
原
則
、

任
意
代
理
人
に
は
交
付
で
き
ま

申
請
・
交
付
方
法

せ
ん
）

▽
交
付
時
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
照
会
書
（
回
答
書
）

・
本
人
確
認
資
料
（
運
転
免
許
証
、

保
険
証
、
年
金
手
帳
な
ど
、
公

的
機
関
が
発
行
し
た
も
の
）

※
暗
証
番
号
の
入
力
の
た
め
、
４

桁
の
数
字
が
必
要
で
す
。

▽
有
効
期
間　

発
行
日
か
ら　

年
１０

間
■
交
付
方
法
を
一
部
変
更

　

住
基
カ
ー
ド
は
即
日
交
付
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　

申
請
の
た
め
に
一
度
、
市
役
所

に
来
て
い
た
だ
き
、
後
日
、
市
役

所
か
ら
送
付
す
る
照
会
書（
回
答

書
）を
持
参
の
上
、再
度
来
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
（
下
記
交

付
の
手
順
参
照
）。

　

迷
惑
を
お
掛

け
し
ま
す
が
、

理
解
と
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）と
は
、
希
望
者
に
対
し
て
、

市
区
町
村
が
交
付
し
て
い
る
安
全
性
に
優
れ
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。

こ
の
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
自
分
の
住
民
票
の
写
し
が
全
国
ど
こ
の
市

区
町
村
で
も
取
得
で
き
る
ほ
か
、
転
入
・
転
出
の
手
続
き
の
簡
素
化

も
図
れ
ま
す
。
ま
た
、
顔
写
真
付
き
の
住
基
カ
ー
ド
は
、
運
転
免
許

証
な
ど
と
同
様
に
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

　

現
在
、
住
基
カ
ー
ド
の
取
得
に
は
、
５
０
０
円
の
交
付
手
数
料
が

か
か
り
ま
す
が
、
１
月
１
日
か
ら
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
の
間
、

２３

３１

交
付
手
数
料
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
、
住
基
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
市
民
課
市
民
係
�　

－

９
０
１
５
ま
た
は
各
総
合
支
所

２１

市
民
生
活
課

《交付の手順》 

○申請者が行うこと 
　来庁２回目 
　（原則、任意代理人は 
　  不可） 

○市が行うこと 
　来庁から１週間ほど 

○申請者が行うこと 
　来庁１回目 
　（委任状があれば 
　  代理人可） 

①
申
請
書
提
出 

④
照
会
書
の
送
付 

⑤
回
答
書
提
出 

⑥
住
基
カ
ー
ド
受
取 

②
顔
写
真
撮
影 

　（
希
望
者
の
み
） 

③
住
基
カ
ー
ド
発
行 

　（
申
請
内
容
登
録
） 

※
申
請
書
の
提
出
は
、
申
請

者
本
人
の
ほ
か
に
、
法
定

代
理
人
ま
た
は
任
意
代
理

人
が
行
え
ま
す
の
で
、
指

定
の
様
式
の
委
任
状
と
顔

写
真
（
顔
写
真
付
の
住
基

カ
ー
ド
を
希
望
の
場
合
の

み
）
を
持
参
く
だ
さ
い
。

　
　

た
だ
し
、
病
気
な
ど
の

特
別
な
事
情
の
あ
る
方
以

外
は
、
任
意
代
理
人
に
よ

る
住
基
カ
ー
ド
の
受
取
は

で
き
ま
せ
ん
。

※
照
会
書
は
、
申
請
書
が
提

出
さ
れ
て
か
ら
、
で
き
る

限
り
１
週
間
以
内
に
送
付

す
る
よ
う
に
し
ま
す
が
、

申
請
者
が
多
い
場
合
は
送

付
が
遅
く
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
了
承
く
だ
さ

い
。
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1
月
1
日
か
ら
平
成
２３
年
3
月
３１
日
ま
で
 

「
住
基
カ

住
基
カ
ー
ド
」
が
無
料
で

が
無
料
で
取
得
で

取
得
で
き
ま
す
 

「
住
基
カ

住
基
カ
ー
ド
」
が
無
料
で

が
無
料
で
取
得
で

取
得
で
き
ま
す
 

「
住
基
カ
ー
ド
」
が
無
料
で
取
得
で
き
ま
す

今
が
チ
ャ
ン
ス
で
す 
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■
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
は
便
利
で
有
利

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確
定

２０

申
告
書
の
提
出
を
、
納
税
者
本
人

の
電
子
証
明
書
を
利
用
し
て
、
１

月
５
日
か
ら
３
月　

日
ま
で
の
期

１６

間
内
に
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
で
行
う

場
合
、所
得
税
額
か
ら
最
高
５
、０

０
０
円
（
そ
の
年
分
の
所
得
税
額

を
限
度
と
す
る
）
の
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
平
成　

年
１９

分
の
確
定
申
告
で
、
こ
の
税
額
控

除
の
適
用
を
受
け
た
方
は
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
）。

■
電
子
証
明
書
の
取
得
が
必
要

　

こ
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る

に
は
、
電
子
証
明

書
の
取
得
が
必
要

で
す
。

　

電
子
証
明
書
と

は
、
住
民
が
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
国
や
地
方
の
行

政
機
関
が
行
う
電
子
申
請
・
届
出

な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

た
め
に
利
用
す
る
も
の
で
、
都
道

府
県
や
市
区
町
村
か
ら
は
個
人
向

け
に
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
時
期
が
近
づ
く
と
、

電
子
証
明
書
の
発
行
窓
口
が
大
変

混
み
合
い
ま
す
の
で
、
電
子
証
明

書
の
取
得
は
早
め
に
お
願
い
し
ま

す
。

■
電
子
証
明
書
の
取
得
方
法

▽
発
行
窓
口

市
民
課
市
民

係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市

民
生
活
課

▽
必
要
な
も
の

・
住
基
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
の
で
き
る
官
公
署
が

発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
身
分

証
明
書
（
運
転
免
許
証
。
顔
写

真
付
住
基
カ
ー
ド
な
ど
）

▽
手
数
料

　

５
０
０
円　

▽
有
効
期
間　

発
行
日
か
ら
３
年

間
■
電
子
証
明
書
の
利
用
に
必
要
な

　

も
の

　

電
子
証
明
書
は
住
基
カ
ー
ド
の

中
に
入
れ
ま
す
の
で
、「
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
」
と
い
う
住
基

カ
ー
ド
の
情
報
を
読
み
取
る
た
め

の
装
置
を
準
備
く
だ
さ
い
。

　

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
は
、

家
電
量
販
店
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

販
売
で
購
入
で
き
ま
す
。

※
参
考
価
格
…
２
、
５
０
０
円
〜

４
、
０
０
０
円
程
度
。
カ
ー
ド

の
種
類
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

※
電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
た
め

の
パ
ソ
コ
ン
設
定
が
昨
年
よ
り

大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
ま
し
た
。

ぜ
ひ
、
利
用
く
だ
さ
い
。

■
詳
細
は
、
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
住
基
カ
ー
ド
】h

ttp
://ju

k
i

‐ 

card.com
/index.htm

l

【
電
子
証
明
書
（
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
）】http://w

w
w
.

jpki.go.jp/index.htm
l

【
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
】

　

http://w
w
w
.jpki

‐rw
.jp/

【
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・

　

納
税
シ
ス
テ
ム
）】http://w

w
w
.

e
‐tax.nta.go.jp/

【
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
確
定
申
告
特
集
ペ
ー
ジ
】

　

http://w
w
w
.nta.go.jp/

tetsuzuki/shinkoku/
shotoku/tokushu/

《
問
合
せ
》
市
民
課
市
民
係

　

�　

－

９
０
１
５
ま
た
は
各
総

２１
合
支
所
市
民
生
活
課

　

１
月
１
日
か
ら
、「
産
科
医
療
補

償
制
度（
※
注
１
）」
の
創
設
に
伴

い
出
産
費
用
の
上
昇
が
見
込
ま
れ

る
た
め
、
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、

同
日
以
降
の
出
産
に
か
か
る
出
産

育
児
一
時
金
を　

万
円
か
ら　

万

３５

３８

円
へ
引
き
上
げ
ま
す
。

　

た
だ
し
、「
産
科
医
療
補
償
制

度
」
に
加
入
し
て
い
な
い
分
娩
機

関
で
出
産
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り　

万
円
を
支
給
し
ま
す
。

３５

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
証

・
印
鑑

・
母
子
健
康
手
帳

　

な
ど
出
生
を
証

　

明
で
き
る
書
類

・
振
込
先（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
）

が
確
認
で
き
る
も
の

・
産
科
医
療
補
償
制
度
の
対
象
と

な
る
こ
と
を
示
す「
登
録
証（
※

注
２
）」（
平
成　

年
１
月
１
日

２１

以
降
に
出
産
し
た
方
）

※
注
１　

産
科
医
療
補
償
制
度

　

お
産
に
関
連
し
て
発
症
し
た
重

度
脳
性
ま
ひ
に
対
す
る
補
償
と
、

そ
の
原
因
を
分
析
し
、
安
心
し
て

産
科
医
療
を
受
け
ら
れ
る
環
境
整

備
を
目
指
し
て
創
設
さ
れ
る
制
度
。

　

公
立
豊
岡
病
院
、
公
立
八
鹿
病

院
、
日
高
医
療
セ
ン
タ
ー
は
、
本

制
度
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

※
注
２　

登
録
証

　

産
科
医
療
補
償
制
度
に
加
入
す

る
分
娩
機
関
か
ら
、
制
度
の
対
象

者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
交

付
さ
れ
る
も
の
。
妊
娠
５
カ
月
ご

ろ
ま
で
に
、妊
婦
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
受
取
代
理
制
度
の
ご
案
内

　

出
産
育
児
一
時
金
を
国
保
か
ら

直
接
分
娩
機
関
に
支
払
う
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、
出

産
費
用
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
を

差
し
引
い
た
金
額
を
分
娩
機
関
の

窓
口
で
支
払
う
こ
と
に
な
り
、
高

額
の
出
産
費
用
を
用
意
す
る
必
要

が
な
く
な
り
ま
す
。

　

申
請
を
希
望
の
方
は
、
事
前
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
申
込
み
・
問
合
せ
》
市
民
課
国

保
医
療
係
�　

－

９
０
６
１
ま

２１

た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

電子証明書 

国
民
健
康
保
険
出
産
育
児
 

　
　
一
時
金
を
引
き
上
げ
ま
す

1
月
1
日
か
ら
 

「
電
子
証
明
書（
公
的
個
人
認
証
 

　
　  
サ
ー
ビ
ス
）」
を
取
得
し
て

e
‐
T
a
x
を
利
用
し
ま
せ
ん
か
！

イ
　
ー
　
タ
　
ッ
　
ク
　
ス
 


